
「専門職大学・専門職短期大学・専門職学科」について
昨年４月、質の高い実践的な職業教育を行う大学制度として、「専門職大学」「専門職短期大学」が創設されました。
また、既存の大学の一部の学部・学科において専門職大学・専門職短期大学と同様の教育上の特徴を持った「専門職学部」「専門職学科」の
開設が可能となりましたので、同制度の積極的な活用が期待されます。
専門職大学等の制度概要や特徴を御紹介します。

※ 以下、パンフレットより（パンフレットは文部科学省ホームページに掲載しています。）
【URL】https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/12/07/1410448.001.pdf

専門職大学等の制度に関する御質問等は、以下担当係へ御連絡ください。
【担当】高等教育局専門教育課専門職大学係

TEL：03-5253-4111（内線3128）


